
   津市ホームページ広告掲載実施基準 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、津市広告掲載要綱（平成１９年津市訓第２号。以下「要

綱」という。）第３条第３項及び第４条の規定に基づき、本市がインターネ

ット上に公開するホームページ（以下「市ホームページ」という。）への広

告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （広告の種類） 

第２条 市ホームページに掲載する広告は、市ホームページ内に表示される広

告の画像が広告の掲載の決定を受けた者（以下「広告主」という。）の指定

するホームページにリンクしているものとする。 

 （広告の規格） 

第３条 広告の規格は、次のとおりとする。 

 ⑴ 大きさ縦６０ピクセル、横１２０ピクセル 

 ⑵ 形式ＧＩＦ（アニメーション及び透過ＧＩＦを除く。）又はＪＰＥＧ 

 ⑶ データ容量１０ＫＢ以下 

 （広告の表現） 

第４条 広告は、次に掲げる表現に留意し、作成しなければならない。 

⑴ 閲覧者の意思に反した動作をしたり、誤解を与えたりするおそれがない

もの 

⑵ 閲覧者に不快感を与えるおそれがないもの 

⑶ 文字色と背景色のコンストラストを十分にとり、また、背景に模様のあ 

る画像、写真等を使用する場合は文字の周りを縁取るなど文字を読みやす 

く配慮したもの 

⑷ 文字、イラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見える 

よう配慮したもの 

 （広告の禁止表現） 

第５条 広告の禁止表現は、次のとおりとする。 

⑴ 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等のボタン 

⑵ アラートマーク 

⑶ ラジオボタン 

⑷ 入力できるように見えるもの 

⑸ プルダウンメニュー 



⑹ 閲覧者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように誤解する

おそれがあるもの 

 （リンク先のホームページの基準） 

第６条 リンク先のホームページが次の各号のいずれかに該当するものは、広

告を掲載しないものとする。 

 ⑴ 要綱第３条第１項各号に該当するもの 

 ⑵ 他のホームページへのリンクを集合し、紹介するもの 

 ⑶ 前条第６号に該当するもの 

 （広告の掲載位置等） 

第７条 広告を掲載する位置は、市ホームページのトップページにおける所定

の位置とする。 

２ 掲載する広告の枠数は、１５枠以下とする。 

 （広告の掲載期間等） 

第８条 広告の掲載期間（以下「掲載期間」という。）は、１月単位とし、１

２月を超えない期間とする。 

２ 広告を掲載する開始日及び終了日は、別に定める。 

 （広告の掲載料金） 

第９条 広告の掲載料金（以下「掲載料金」という。）は、１枠当たり月額２

万円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

 （広告の募集方法） 

第１０条 広告の掲載を申し込もうとする者（以下「申込者」という。）の募

集は、市ホームページ等により公募するものとする。 

２ 前項の規定による公募は、広告枠を新たに設けたとき、又は広告枠に空き

が生じたときに行うものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、公募を行うに当たって、要綱第３条

第２項各号に該当しない者に対し、広告の掲載の案内をすることができる。 

 （広告の掲載の申込み） 

第１１条 申込者は、ホームページ広告掲載申込書（第１号様式）を市長に提

出するものとする。 

 （広告掲載の優先順位） 

第１２条 広告を掲載する優先順位は、次に掲げる順位による。 

 ⑴ 企業又は自営業者のうち、本市の区域内に事業所等を有するものの広告 

 ⑵ 前号に掲げるもの以外の広告 



２ 前項の順位が同一の場合は、掲載期間が長いものを優先する。 

 （広告案の費用負担等） 

第１３条 広告案の作成は、広告主の責任において行い、その費用は、広告主

が負担するものとする。 

 （広告の掲載の決定等） 

第１４条 市長は、第１１条の規定による提出があった場合は、津市広告掲載

審査委員会の審査を経て、広告の掲載の可否を決定するものとする。 

２ 第１２条の規定による優先をした後もなお広告主が決定されないときは、

抽選により決定するものとする。 

３ 市長は、広告の掲載の可否を決定したときは、その結果をホームページ広

告掲載決定通知書（第２号様式）により、申込者に通知するものとする。 

 （掲載料金の納入） 

第１５条 広告主は、市長が指定する期日までに、本市が発行する納付書によ

り掲載料金を一括して納入しなければならない。 

 （広告の変更） 

第１６条 広告主は、掲載期間中に広告のデザイン等の変更を希望するときは、 

変更を希望する日の１月前までに広告案を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の変更内容が第３条各号及び第４条各号に該当し、かつ、第

５条各号のいずれにも該当しないときは、広告を変更することができる。 

 （リンク先のホームページの内容変更） 

第１７条 広告主は、掲載期間中にリンク先のホームページの内容を変更しよ

うとするときは、変更する２週間前までに市長に変更内容を連絡しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の変更内容が第６条各号のいずれかに該当するときは、広告

主に対して内容の修正を求めることができる。 

 （広告の掲載の取消し等） 

第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告

その他何らかの手続を要することなく、広告の掲載を取り消し、又は一時停

止することができる。 

 ⑴ 指定する期日までに掲載料金の納付がないとき。 

⑵ 前条第１項の規定による連絡をせず、かつ、リンク先のホームページが 

第６条各号のいずれかに該当するとき。 

⑶ 前条第２項の規定による内容の修正を行わないとき。 



⑷ 掲載期間中に要綱第３条第２項各号のいずれかに該当することとなった 

とき。 

２ 前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は一時停止した場合において

は、本市は、広告主に対し、その賠償の責めを負わないものとする。 

 （広告の掲載の取下げ） 

第１９条 広告主は、市ホームページへの広告の掲載を取り下げることができ

る。 

２ 前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、広告主は、書面により、 

広告に掲載の取下げを希望する日の１月前までに市長に申し出なければなら

ない。 

 （掲載料金の返還） 

第２０条 既納の掲載料金は、返還しないものとする。ただし、広告主の責め 

に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの掲載料

金を当該広告主に返還するものとする。 

２ 前項ただし書の規定による掲載料金の返還は、掲載できなかった日数に応

じた額とするものとする。ただし、掲載できなかった時間が連続２４時間未

満の場合は、掲載料金の返還は行わない。 

３ 前項の規定により返還する掲載料金には、利子は付さない。 

４ 第２項の規定により返還する掲載料金は、日割り（１月を３０日と計算し、 

その額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

 （広告主の責務） 

第２１条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。 

 （委任） 

第２２条 この基準に定めるもののほか、広告の掲載の実施に関し必要な事項

は、別に定める。 

   附 則 

 この基準は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年１２月２８日） 

 この基準は、平成２２年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年１月１６日） 

１ この基準は、平成２５年１月１８日から施行する。 

２ 改正後の第８条第１項の規定は、この基準の施行の日以後に掲載を申し込

む広告について適用し、同日前に掲載を申し込んだ広告については、なお従



前の例による。 

附 則（令和２年４月２０日） 

この基準は、令和２年４月２０日から施行する。 

 



第１号様式（第１１条関係） 

 

 

ホームページ広告掲載申込書 

 

  年  月  日  

 

（宛先）津市長 

 

申込者  住所（所在地）                 

氏名（名称）               ㊞  

（代表者）                 

（担当者）                 

電話                    

FAX                    

E－mail                  

※団体（企業）にあっては、事業所の所在地及び名称 

と併せて代表者及び担当者名も記入し、社印等を押 

印してください。                

 

  津市広告掲載要綱及び津市ホームページ広告掲載実施基準を遵守の上、次のとおり申し込みます。 

 

１ 広告掲載希望枠数 

        枠 

２ 広告掲載希望期間（掲載期間は１月単位です。） 

      年  月  日から     年  月  日まで（   ヶ月） 

３ 広告の内容 

  広告案のデータを □ＣＤ □その他（   ）にて添付します。 

４ リンク先ホームページの内容 

 

 

５ リンク先URL 

      

６ 誓約事項 

⑴ 広告の内容は、津市広告掲載要綱第３条第１項各号に該当しないこと。 

⑵ 申込者（広告代理店が申込者である場合は、広告主を含む。）は、津市広告掲載要綱第３条第

２項各号に該当しないこと。 

７ 税調査に関すること 

  ホームページ広告の掲載申込みに当たって津市が、法人市民税又は個人市民税、固定資産税及

び軽自動車税の納付状況を調査することに同意します。 

８ 裁判管轄 

  ホームページ広告の掲載に関する訴訟は、津地方裁判所に提訴することに同意します。 



第２号様式（第１４条関係） 

（ 記 号 番 号 ） 

平 成  年  月  日 

 

ホームページ広告掲載決定通知書 

 

（氏   名） 様 

 

 津市長 （氏   名） 印  

 

 

        年  月  日付けで申込みのあった広告掲載について、次のとおり決定します。 

 

 

１ 決定区分     □掲載する  

           □掲載しない 

            理由 

 

２ 掲載枠数           枠 

 

３ 掲載期間          年  月  日から    年  月  日まで（  ヶ月） 

 

４ 掲載料金      金         円（２０，０００円×    枠×   ヶ月） 

 ※掲載料金には、消費税及び地方消費税が含まれています。 

 

５ 掲載料金納付期限      年  月  日まで 

 

 

 

 

 

 


